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１．これまでの経緯 
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第３章 経済・財政一体改革の推進

３．主要分野ごとの改革の取組

（５）歳入改革、資産・債務の圧縮

① 歳入改革

（税制の構造改革）

経済社会の構造が大きく変化する中、引き続き、税体系全般にわたるオーバーホールを進める。

個人所得課税や資産課税については、政府税制調査会におけるこれまでの議論等を踏まえ、経済社会の構

造変化を踏まえた税制の構造的な見直しについて検討を行う。所得再分配機能の回復を図るためには、税制、

社会保障制度、労働政策等の面で総合的な取組を進める必要がある。個人所得課税については、所得再分配

機能の回復や多様な働き方に対応した仕組み等を目指す観点から、引き続き丁寧に検討を進める。

国際協調を通じた「ＢＥＰＳ プロジェクト」の勧告の着実な実施を通じて、グローバルな経済活動の構

造変化及び多国籍企業の活動実態に即した国際課税制度の再構築を進めていく。あわせて、税務当局間の情

報交換をより一層推進する。

グローバル化やＩＣＴ化が急速に進展する中で、国・地方における納税者の利便性を向上させるとともに、

適正・公平な課税を実現し、税に対する信頼を確保するため、制度及び執行体制の両面からの取組を強化す

る。

経済財政運営と改革の基本方針2017（平成29年６月９日閣議決定）（抄）
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「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告（平成28年11月 政府税制調査会）」
において示された今後の検討課題

○ 所得控除方式の見直し

■ 現行の「所得控除方式」は高所得者ほど税負担の軽減額が大きいことを踏まえ、主要諸外国に

おけるゼロ税率方式、税額控除方式、逓減・消失型の所得控除方式などの仕組みを参考に、所得

再分配機能を回復する観点からそのあり方について見直し

○ 老後の生活に備えるための自助努力を支援する公平な制度の構築

■ 就労形態や勤務先企業、投資対象となる金融商品によって利用できる制度が細分化され、税制

上受けられる支援の大きさが異なることを踏まえ、企業年金等に係る税制について、個人の働き

方やライフコースに影響されない公平な制度を構築（まずは専門家の間で論点を整理）

○ 働き方の多様化等を踏まえた諸控除の見直し

■ 「雇用的自営」の増加や今後見込まれる働き方の多様化の進展も踏まえ、税負担能力の調整を

所得の種類ごとではなく人的な事情に応じて配慮する重要性が高まっており、給与所得控除等の

ような「所得計算上の控除」と、基礎控除のような「人的控除」のあり方を全体として見直し
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２．人的控除の控除方式のあり方 
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所得税における税負担の調整

◎所得税負担の累進性は、主に「控除のあり方」と「税率構造」の組み合わせによって実現。

所

得

金

額

課

税

所

得
算出税額

人的控除

課税所得の
金額の計算

累進税率
の適用

その他の控除

◎ 「課税所得」を担税力の指標として位置付け、その計算の過

程で、家族構成や収入等の納税者が置かれた事情の斟酌や
その他の政策的な配慮を行うために各種の所得控除を適用。
⇒ 同じ「課税所得」を有する者に同じ税負担を求めるという

考え方（どのような者に同じ税負担を求めるのか分かり
やすい）。

◎所得控除の適用により、課税最低限が画されることとなり、
一定の所得金額までは負担を求めないという役割。

◎その上で、「課税所得」に対して累進税率を適用することで

累進的な税負担を実現。
（現行：５％～４５％の７段階）

◎所得控除の適用は、同じ税率が適用されるブラケットの中で
の税負担の累進性を確保する役割も果たしている。

5%

45%
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所得控除方式に代わる諸外国の制度（例）

所得控除 （日本） ①ゼロ税率 （ドイツ・フランス） ②税額控除 （カナダ）

累進税率を適用

…ゼロ税率対象所得 …税額控除対象所得

ゼロ税率を適用

所 得 金 額 所 得 金 額 所 得 金 額

③所得控除 （アメリカ・イギリス）

課 税 所 得 課 税 所 得 課 税 所 得

所得控除なしで
累進税率を適用

所得控除なしで
累進税率を適用

所得控除

＝ ＝

税額控除

負担軽減
負担軽減 負担軽減

高所得者ほど大
所得水準によらず一定

最低
税率

所得控除額

所得

所得控除額

所得

所得によらず定額

逓減・消失

所得控除 （日本）

課税所得の一部にゼロ税率を
適用することにより税負担を
求めないこととする方式

一定の所得金額に最低税率を
乗じた金額を税額から控除する
ことにより税負担を軽減する方式

所得控除額に一定の上限を設け
所得の増加に応じて控除額を

逓減・消失させる方式

所得水準によらず一定

所得金額から控除を行うことで
一定金額までの所得について

税負担を求めないこととする方式
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（注）1　単身世帯の場合。
       2  給与収入に換算すると、[合計所得金額：給与収入]はそれぞれ[100万：166.7万]、[500万：688.9万]、[1000万：1220万]、[1500万：1720万]、[2000万：2220万]、[2500万：2720万]となる。

1.9%

1.5%

0.9% 0.8% 0.8%
0.6%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

0

100

200

300

400

500

600

700

100 500 1000 1500 2000 2500

所得税額

税負担軽減額

合計所得金額に対する

税負担軽減額の割合

3.6%

0.7%

0.4%
0.2% 0.2% 0.1%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

0

100

200

300

400

500

600

700

100 500 1000 1500 2000 2500

所得控除方式（現行） 税額控除方式

133.1

288.7

455.6

1.9 8.7 12.5 15.2

655.6

15.2

133.1

288.7

455.6

655.6

3.6

(

金
額[

万
円]

）

(合計所得金額 [万円]）

所得控除方式と税額控除方式の比較

○ 所得控除方式の場合、高所得者ほど控除による税負担軽減額は大きくなるが、合計所得金額に占める税負担軽減額の割合は、高所得者ほど

減少する。

○ 税額控除方式の場合、所得金額にかかわらず税負担軽減額は一定であり、合計所得金額に占める税負担軽減額の割合は、所得控除方式と同

様、高所得者ほど減少する。

3.8

36.6

基礎控除：所得控除38万円（現行） 基礎控除：税額控除3.6万円（仮定）

(

金
額[

万
円]

）

(合計所得金額 [万円]）

7.6

3.8

36.6

3.63.63.63.63.6
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基礎控除の見直し案各方式の考え方と論点

 所得金額によらず、一定の

金額を所得金額から控除。

 所得金額から所得控除額を

差し引いた「課税所得」を担

税力の指標（物差し）として位

置づけ、同じ「課税所得」に

同じ税負担を求める仕組み。

どのような者に同じ税負担を

求めるのかが分かりやすい。

 所得控除の存在は、累進税

率の下で、税負担の累進性

を高める効果を持つ。

 税負担軽減効果は金額ベー

スでは高所得者ほど大きい

が、割合ベースでは高所得

者ほど減少。

所得控除方式
（現行）

 所得金額によらず、一定の

金額を所得税額から控除。

 所得再分配機能を大きく高

める観点から、税負担軽減

効果は、金額ベースで一定

であるべきとの考え方に基づ

く仕組み。

 所得再分配機能は、所得控

除方式より高い。

税額控除方式
ゼロ税率方式

 高所得者に対して、所得控

除額を逓減・消失。

 担税力の減殺を調整する必

要性や所得再分配機能の回

復の観点から、高所得者に

まで税負担の軽減効果を及

ぼす必要性は乏しいのでは

ないかとの考え方に基づき、

現行の所得控除方式を修正。

 所得再分配機能は、現行の

所得控除方式より高い。

逓減・消失型の
所得控除方式
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３．働き方の多様化等を踏まえた 

個人所得課税のあり方 
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⑴ 働き方の多様化等を踏まえた

所得計算のあり方 
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（出所）左図：2001年以前は「労働力調査特別調査」、2002年以降は「労働力調査（詳細集計）」 右図：「労働力調査（詳細集計）」

（注１）「労働力調査特別調査」は各年2月の調査結果であり、「労働力調査（詳細集計）」は年平均値である。両者は、調査方法、調査月などが相違することから、時系列比較には注意を要する。

（注２）2011年の数値は補完推計値を使用している。

（注３）「非正規従業員」について、2008年以前の数値は「パート・アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員・嘱託」及び「その他」の合計、2009年以降は、新たにこの項目を設けて集計した

数値を掲載している。

○ 雇用者数が増加傾向にある中で、非正規雇用比率は上昇傾向にある。

○ 近年の非正規雇用者数の増加のほとんどは、60歳以上の男女と59歳以下の女性。

（万人） （％）

非正規割合（右軸）

（年）

雇用者（役員を除く）

（左軸）

0

100

200

300 男

60歳以上

（36％）

女

60歳以上

（43％）

女

15～59歳
（19％）

男15～59歳
（2％）

非正規雇用増加の

要因分析（2006→16年）

【＋345万人】（万人）

正規従業員（左軸）

非正規従業員（左軸）

雇用者数の推移
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28.9%
25.1% 24.3% 21.4% 21.5% 19.7%

18.4%
18.9%

16.2%
16.1% 14.9%

13.7%

13.4%
12.2%

11.9%
10.4% 9.2%

7.5%

4.1%

4.2%
4.5%

3.9%
3.4%

2.2%

3.4%

3.3%
3.6%

3.4%
3.4%

3.4%

3.0%

3.3%
3.5%

3.9%
4.1%

4.3%

10.0%
11.9%

12.4%

12.0%
12.8%

12.8%

4.3%
4.8%

5.7%

6.5% 8.0%

7.8%

14.4% 16.4% 17.9%
22.5% 22.7%

28.7%
885万人

806万人

763万人

697万人

657万人

551万人

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1985 1990 1995 2000 2005 2010

農林漁業従事者

生産工程従事者

小売・卸売店主

士業等

雇用的自営等

その他の

伝統的自営

（出典）総務省「国勢調査」

（備考）「伝統的自営業」とは、農林漁業、製造業、小売・卸売店主など取引先との関係で使用従属性の低い従来型の自営業をいい、「士業等」とは、医師、弁護士、

会計士・税理士、画家・芸術家など使用従属性の低い専門的職業をいい、「雇用的自営等」とは、建築技術者やＳＥ、保険代理人・外交員など使用従属性の高

い自営業主が多く含まれる職種をいう。この区分は、山田久「働き方の変化と税制・社会保障制度への含意」（平成27年９月３日 政府税制調査会資料）による。

働き方の多様化について ～職種別自営業主数及び構成比の推移～

自営業主数

大工

理容師・美容師

飲食店主・旅館主
伝統的

自営業

○ 自営業主を職種別でみると、農林漁業従事者、生産工程従事者、小売・卸売店主といった「伝統的自営業」の割合が減少

する一方、 建築技術者、ＳＥ、保険代理人・外交員などの労働者に近い「雇用的自営等」の割合が増加している。

（年）
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副業あり
3.6%

副業なし

94.5%

無回答

1.9%

兼業・副業の現状

 「平成24年就業構造基本調査（総務省）」によれば、全就業者6,442万人のうち、副業をしている者は
234万人程度（全就業者の3.6％）。

 同調査によれば、現在就業している者のうち、「現在就いている仕事を続けながら、他の仕事もした
いと思っている者」（追加的就業希望者）は368万人程度おり、年々増加傾向にある。

 また、副業の従業上の地位の内訳をみると、「雇用者」が半数を占めるものの、「自営業者」も３割
以上となっている。

（出典）総務省 「就業構造基本調査」

280.2 290.2

325.0 331.4 345.7

367.8万人
（5.7％）

200

250

300

350

400

1987 1992 1997 2002 2007 2012

雇用者
54.7%自営業主

31.4%

家族

従業者

13.9%

（年）

（万人）
【就業者の兼業・副業の有無】 【副業を希望する就業者数】

（追加的就業希望者数）

【副業の従業上の地位】

就業者数：6,442万人
副業あり ：234万人

（注）括弧内の数字は就業者数に占める割合

【働き方改革実行計画（抄） 】

（平成29年3月働き方改革実現会議決定）

 副業・兼業を希望する方は、近年増加している一方

で、これを認める企業は少ない。労働者の健康確保

に留意しつつ、原則副業・兼業を認める方向で、副

業・兼業の普及促進を図る。
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所得計算の方法

給与所得控除
（収入の約３割）※２

○ 給与や年金には収入類型に応じた特別の「所得計算上の控除」が存在しており、働き方や収入の稼得形態によって所得計算

の方法が異なっている。

総

所

得

金

額

（※１）上記の例示はあくまで一般的な職種を示したものであり、実際の所得区分は異なりうることに留意。
（※２）各控除の総額を給与収入又は公的年金等収入の総額で除したものであり、個々の納税者に適用される控除割合とは異なる。

給与収入 給与所得

（特定支出控除も適用可）

公的年金等収入 公的年金等控除
（収入の約５割）※２

雑所得

（３階部分も含めた企業年金も対象）

収入の種類 所得計算上の控除 所得分類

事業収入
例：自営業者の収入

SE、保険代理人・外交員
などの「雇用的自営」の収入

必要経費 事業所得
※１

必要経費
雑収入（年金以外）
例：原稿料や印税

民泊の収入
アフィリエイト収入等

雑所得
※１

人
的
控
除
等

税額
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税負担の調整のあり方（イメージ）

Ａ収入

Ｂ収入

Ｃ収入

所得の種類ごとの負担調整
（所得計算上の控除）

Ａ控除

Ｂ控除 税額

Ａ所得

Ｃ所得

Ｂ所得

所得の種類ごとの
負担調整が主体

必要経費

○税負担の調整に当たっては、

・各類型の所得の合算前に、働き方等に応じた所得の種類ごとの負担調整（所得計算上の控除）を行うことが主体となる場合と、
・合算後に、所得の種類と関係なく、家族構成などの人的な事情に配慮した負担調整（人的控除等）を行うことが主体となる場合が存在。

人的控除等

Ａ収入

Ｂ収入

Ｃ収入

税額人的控除等

必要経費
人的な事情による
負担調整が主体

必要経費

家族構成や所得水準などの
納税者の人的な事情に配慮した

負担調整 （人的控除等）

総

所

得

金

額

総

所

得

金

額

※ 所得控除のほか、税額控除や、ゼロ税率を含
む税率構造等によって負担の調整が行われる。

一体的に取扱い

○ 働き方や収入の稼
得形態によって、税
制上の取扱いが大
きく異なる。

○ 働き方や収入の稼
得形態に対して中立
的。
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額

65

最低

保障額

給与所得控除制度の概要

245万円（平成27年分）

○ 給与所得については、概算控除として給与所得控除の適用がある。

○ 控除額は給与収入に応じて逓増（給与収入1,000万円で上限220万円）。

○給与所得控除額の例 【平成29年分】

（参考）給与総額は約216兆円、給与所得控除総額は約63兆円、給与総額に対する給与所得控除総額の割合は約29％である（「平成28年度市町村税課税状況等の調」（総務省））。

230万円（平成28年分）

220万円（平成29年分以後）

1,200162.5

給与収入金額 給与所得控除

～162.5万円 65万円

300万円 108万円

500万円 154万円

800万円 200万円

1,000万円～ 220万円

【平成29年分】

最低保障額 65万円

定率控除 （収入金額）

180万円以下の部分 40％

360万円以下の部分 30％

660万円以下の部分 20％

1,000万円以下の部分 10％

控除限度額 220万円

16



基礎控除の見直し案給与所得控除の主な沿革

年 概 要 定率控除
定額
控除

最低
保障額

控除
限度額

Ｔ２
「勤労所得控除」の
創設

収入予算年額の10％
相当額

－ － －

Ｓ22

分類所得税の廃止
（＝総合課税）
給与等は「給与所
得」として課税
「給与所得控除」の
創設

25％ － － 12,500円

Ｓ25
シャウプ勧告に基づ
く控除率の引下げ

15％ － －
(3.75万円→)

３万円

Ｓ32
控除率が収入に応じ
逓減する仕組を導入

（17.5％→）

20％、10％
－ －

（７万円→）

12万円

Ｓ36
定額控除の導入
（定額控除をした残
額に定率控除）

１万円 －

定額控除額の引上げ
等

S44
20％、10％、5％

順次
引上げ

－

Ｓ49

定額控除を廃止し、
定率控除に一本化
最低保障額の導入
控除限度額を廃止

（20％、10％、５％→）

40％、30％、
20％、10％

（16万円→）

廃止
50万円

（76万円→）

廃止

Ｓ55
定率控除の５％部分
の導入

40％、30％、20％、
10％、５％

－ －

Ｈ元 最低保障額の引上げ －
（57万円→）

65万円
－

Ｈ25 控除限度額の再導入 － 245万円

Ｈ28 控除限度額の引下げ － 230万円

Ｈ29 控除限度額の引下げ
40％、30％、
20％、10％

－ 220万円

順次
引上げ

～

 給与所得が資産所得、事業所得と比べて担税力が弱いこと

等を理由として、「勤労所得控除」を創設。

 シャウプ勧告において、

・ 給与所得と事業所得のバランス（所得捕捉の差）は適

正な執行により対応すべき問題。給与所得控除の根拠

は「必要経費の概算控除」にあることを踏まえれば、

25％の控除は過大であり、10％に引き下げるべき

旨の勧告がなされたことを踏まえ、15％に引下げ。

 高度経済成長下における賃金の上昇に伴い、所得税の負担

累増感の緩和や課税最低限の引上げの観点から、基礎控除

を含む諸控除の引上げ等の減税を連年実施。

 特に、サラリーマンについては、産業構造の転換により就

業者に占める割合が大幅に増加する（働き方が変化する）

中、負担累増感の緩和等の観点から、給与所得控除を大幅

に引上げ。

 給与所得控除の水準が、実際の給与所得者の勤務関連支出

と比べても、主要国の概算控除と比べても過大となってい

ること、主要国の概算控除は、定額又は上限が設定されて

いること等を踏まえ、高所得者の給与所得控除について限

度額を設け、限度額を漸次引下げ。

（経緯等）
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229  259  221  241  288  358  391  410 415 

1,260 

114  130  211  116  127  156  169  178 181 

500 
298 

137 
223  238 

628 
728 

378  399

680 

2,970

225 

410 

651 
731 

362 
469 

873 

1,945 

9,720

0

1,000

2,000

3,000

昭和40年 昭和41年 昭和42年 昭和43年 昭和44年 昭和45年 昭和46年

（当初）

昭和46年

（年内減税）

昭和48年 昭和49年

基礎控除 配偶者控除 扶養控除 給与所得控除

昭和40年代の所得税の諸控除の主な見直し

10,000

（億円）

【

減

収

額

】

【

控

除

額

等

】

昭和40年 昭和41年 昭和42年 昭和43年 昭和44年 昭和45年 昭和46年
（当初）

昭和46年
（年内減税）

昭和48年 昭和49年

基礎控除 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24

配偶者控除 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24

扶養控除 ６ ６ ７ ８ 10 12 13 14 16 24

給
与
所
得
控
除

給与収入

50
100
300
500

12.4

15.0

15.0

15.0

13.2

18.0

18.0

18.0

16.4

22.0

22.0

22.0

18.0

27.0

28.0

28.0

18.0

27.5

36.3

36.5

18.0

28.0

44.5

50.0

20.4

30.4

47.4

53.0

22.8

32.8

59.4

70.2

50.0

50.0

105.0

145.0

最高額 15.0 18.0 22.0 28.0 36.5 50.0 53.0 76.0 －

課税最低限
（単身） 20.2 22.6 28.1 32.1 33.4 34.7 39.3 40.5 45.1 77.8

（万円）

（注）給与所得控除は平年分の金額
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額
65

昭和49年度改正における給与所得控除の見直し

（ 現 行 ）

162.5

昭和48年

16

125

50

76万円

220万円

昭和49年

○ 田中内閣における「２兆円減税」の主要施策として、給与所得控除の大幅な引上げを実施。

○ これにより、現行の給与所得控除と概ね同水準の制度となる。（平成25年分以降、所得再分配機能の

回復の観点から、高額所得者への控除限度額の導入・引下げを漸次実施。）
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基礎控除の見直し案勤務関連経費・給与所得控除額の比較（昭和40年代と現在）

給与所得控除額サラリーマンの勤務関連経費（平均）

※ 「勤務関連経費」については、「家計調査」（総務省）における「家計
支出」のうち、サラリーマンの勤務関連経費と考えられる支出品目を幅
広く抜き出し、計算

昭和45年 平成28年

世帯年収（Ａ） 136万円 632万円

勤務関連経費（Ｂ） 14万円 25万円

割合（Ｂ／Ａ） 10.5％ 4.0％
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 日 本 イ ギ リ ス ド イ ツ フ ラ ン ス （参考）ア メ リ カ 

概 算 控 除 給与所得控除（定率・上限あり） 

 

給与収入に応じ、４段階の 

控除率（40％～10％）を適用 

最低保障額 65 万円 

上限       220 万円 

 

な  し （注１） 
 
 

被用者概算控除 （定額）  
（注２）  

１,000 ユーロ（11.7 万円） 

 
※給与所得者に限る。 

 

必要経費概算控除 
 （定率・上限あり） 

（注２） 

給与収入（社会保険料控除後） 

の 10％ 

最低    426 ユーロ（5.0 万円） 
上限  12,183 ユーロ（142.5 万円） 
 

※給与所得者に限る。 

 

概算控除 （定額） （注２） 

 

6,350 ドル（68.6 万円） 
 

※給与所得者に限らない。ま
た、給与所得控除だけで
はなく、医療費控除や寄附
金控除等の各種所得控除
を含む性格の概算控除。 

給与所得者を対象とした概算控除の国際比較 

 ○ 主要国の給与所得者を対象とした概算控除の水準は、わが国に比較して低く、また、定額制又は上限が設定されている。 

ドイツ 

アメリカ 

フランス 

日本 

給 与 収 入 

控

除

額 

（注１） イギリスでは、給与所得者を対象とした概算控除制度は設けられていない。一方で、職務上の旅費等について、実額控除が認められている。 

（注２） ドイツ・フランス・アメリカでは、概算控除制度と実額控除制度との選択制とされている（上記の概算控除を選択した場合、実額控除は適用できない）。 

（注３） 上記のグラフは、日本は給与所得控除額、ドイツは被用者概算控除額、フランスは必要経費概算控除額、アメリカは概算控除額を記載している。 
（注４） グラフ中の数値は、給与収入 1,000 万円及び 2,000 万円の場合の各国の控除額である。 
（注５） 邦貨換算レートは、１ドル＝108 円、１ユーロ＝117 円（基準外国為替相場及び裁定外国為替相場：平成 29 年(2017 年)１月中適用）。なお、端数は四捨五入している。 

（万円） 

（2017 年１月現在） 
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昭和48年 60年 平成22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年

収入に占める勤務関
係経費の割合（平均）

11.3 ％ 9.2 ％ 5.3 ％ 5.0 ％ 4.8 ％ 4.7 ％ 4.4 ％ 4.2％ 4.0％

平均年間支出額 22.5 万円 46.8 万円 32.9 万円 30.6 万円 29.6 万円 29.6 万円 27.5 万円 26.4万円 25.2万円

年間収入最上位の

平均年間支出額
37.2 万円 68.3 万円 53.8 万円 49.3 万円 47.3 万円 48.5 万円 41.9 万円 40.5万円 39.8万円

年 間 収 入 ５ 分 位 階 級
年間収入額

(A)

年 間 支 出 額 （B)
／
（A)衣料品 身の回り品 理容・洗濯 文具 新聞・書籍 こづかい つきあい費 計（B)

万円 千円 円 円 円 円 円 円 円 円 ％

Ⅰ （ ～ 449 ） 3,544 8,604 6,433 6,170 976 25,468 80,990 3,618 132,259 3.7

Ⅱ （ ～ 582 ） 4,743 13,392 8,330 7,512 1,518 30,771 120,020 6,636 188,179 4.0

Ⅲ （ ～ 722 ） 5,923 19,744 12,460 10,158 1,737 36,621 148,336 10,205 239,261 4.0

Ⅳ （ ～ 903 ） 7,111 25,010 14,404 13,051 1,597 44,649 186,526 15,602 300,839 4.2

Ⅴ （ 903 ～ ） 10,297 40,183 20,053 20,807 2,218 59,101 233,058 22,646 398,066 3.9

平 均 6,324 21,387 12,336 11,539 1,609 39,321 153,786 11,741 251,719 4.0

勤労者世帯の年間収入５分位階級別１世帯当たり品目別年間支出金額調

○ 給与所得者の勤務に関連する経費ではないかと指摘される平均年間支出額は全体で25.2万円。年間収入最上位

の平均年間支出額は39.8万円。

○ 収入に占める支出の割合は、過去、４～10％程度。

（出所）総務省統計局「家計調査（二人以上の世帯）」（年間収入五分位階級別１世帯当たり支出金額、購入数量及び平均価格）
（注１）年間収入額は「月平均実収入×12」としている。
（注２）年間支出額には世帯主以外の家族の分も含まれている。

この表は、従来から、給与所得者の勤務に関連する経費ではないかと指摘される支出品目を幅広く抜き出し、その年間支出額を調べたものである（支出品目は従来から同一
のものを使用している。）。

したがって、実際には、給与所得者の勤務とは関係がない支出も含まれていることがあろうし、また、むしろ家事上の支出とみるべきものもあることに留意する必要がある。

（出所）総務省統計局「家計調査（二人以上の世帯）」（年間収入五分位階級別１世帯当たり支出金額、購入数量及び平均価格）
（注１）年間収入額は「月平均実収入×12」としている。
（注２）年間支出額には世帯主以外の家族の分も含まれている。

平成28年
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控除額

【改正前】

改正前の
特定支出

給与所得控除

控除額

比較

比較

特定支出控除の見直し（24年度改正）

勤務費用の
概算控除（1/2）

他の所得との
負担調整（1/2）

控
除

給
与
所
得

【改正後】

65万円上限

資格取得費
上記の資格を除く

拡
充

資格取得費

勤務必要経費

図書費、衣服費、交際費

弁護士、税理士、
公認会計士など

改
正
前

研修費

通勤費

転居費

帰宅旅費

○ 特定支出控除について、範囲の拡充等を行い、給与所得者の実額控除の機会を拡大する。
【範囲の拡充】
弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費（図書費、衣服費、交際費）を追加。

【適用判定の基準の見直し】
適用判定の基準を給与所得控除額の２分の１（改正前：控除額の総額）とする。

※ 所得税は平成25年分から、住民税は平成26年度分から適用する。

年分 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

申告者数 5 9 8 7 4 7 1 3 1 3 3 7 4 5 10 9 13 9 7 6 9 3 4 6 1,430 1,978 1,845 1,522

○ 特定支出控除を適用した確定申告書の提出状況（翌年３月末現在）   （件）
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(備考) 上記は各国における原則的な取り扱いを示したもの。 
（注１） 転勤費を除く多くの費用については、調整総所得の２％超の部分のみ実額控除が認められる。また、実額控除全体について、高所得者に対する逓減措置がある。逓減措置は、調整総所得が313,800ド

ル超の納税者（夫婦共同申告の場合）について、（Ａ）調整総所得のうち313,800ドル超の部分の３％、または（Ｂ）実額控除総額（医療費・投資利子・雑損・ギャンブル損失の各控除を除く）の80％、のうち小
さい方の額を、控除額から減額。なお、転勤費は総収入から直接控除可能（概算控除又は実額控除のいずれを選んでも可）。

（注２） 図書費、衣服費、交際費の合計で65万円が上限。 

日 本 ア メ リ カ イ ギ リ ス ド イ ツ フ ラ ン ス

給与所得者の必要
経費の実額控除 

特定支出控除 項目別控除（注１） 職務の遂行に必要不可欠
な支出、及び旅費等 

収入の取得、確保及び維持
のための支出 

職務遂行を目的とした支出 

通 勤 費 ・通勤に通常必要な運賃 控除は認められない 控除は認められない ・通勤に通常必要な運賃 ・通勤に通常必要な運賃

転 勤 費 ・転勤に伴う転居のために
通常必要な運賃

・宿泊費 等

・転勤費用 原則として控除は認めら
れない 

・転勤費用 ・転勤費用

旅 費 等 ・単身赴任者の帰宅旅費
（月４回を限度）

・職務上の旅費 ・職務上の旅費 ・職務上の旅費

・単身赴任者の帰宅旅費及び
住居費 等

・職務上の旅費

・単身赴任者の帰宅旅費及び
住居費 等

資格取得費、 
研修費、 
図書費 

・資格取得費

・研修費

・図書費（注２）

※職務上必要なものに限る

・研修費

・図書費

※職務上必要なものに限る

原則として控除は認めら
れない 

・研修費

・図書費

※職務上必要なものに限る

・資格取得費

・研修費

・図書費

※職務上必要なものに限る

衣 服 費 勤務先で着用する制服等の
費用で、職務遂行に直接必
要なもの（注２） 

職業上必要とされる特殊な衣
服（通常の着用に適さないも
の）の費用 

職業上必要とされる特殊
な衣服の費用 

職場のみで着用される職業用
の衣服の費用 

職業上必要とされる特殊な衣
服の費用 

そ の 他 交際費（得意先等に対する
接待等のための支出で、職
務の遂行に直接必要なも
の）（注２） 

・ 交 際 費 （ 原 則 、 支 出 額 の
50％まで）。事業活動に直接
関係する等の場合に限る。

・一定条件下で、職務関連の
団体等に支払った会費 等

・一定条件下で、職務関連
の団体等に支払った会費
等

・ 交 際 費 （ 原 則 、 支 出 額 の
70％まで）。職務上の目的に
限る。

・一定条件下で、職務関連の
団体等に支払った会費 等
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（注１）モデル年金額は、平均的な賃金で40年加入の場合のサラリーマンの受け取る年金額（26年度物価スライド実施後）である。
（注２）年金受給者の課税最低限は、本人は65歳以上の者、配偶者は70歳未満の者で構成する夫婦世帯のものである。

(参考）給与所得者（夫婦世帯）：168.8万円

[モデル年金額] 187.8万円

（平成28年度）

○ 対象とされる公的年金等の範囲（次の制度に基づく年金）
・ 国民年金
・ 厚生年金
・ 厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金 等

〔①＋②〕又は③の大きい額
①定額控除 50万円
②定率控除
（定額控除後の年金収入）
360万円までの部分 25％

720万円までの部分 15％
720万円を超える部分 5％

③最低保障額

65歳以上の者 120万円
65歳未満の者 70万円

[課税最低限] ○年金受給者（夫婦世帯）：208.0万円
（現 行）

（注１）モデル年金額は、平均的な賃金で40年加入の場合のサラリーマンの受け取る年金額（26年度物価スライド実施後）である。
（注２）年金受給者の課税最低限は、本人は65歳以上の者、配偶者は70歳未満の者で構成する夫婦世帯のものである。

(参考）給与所得者（夫婦世帯）：168.8万円

[モデル年金額] 187.8万円

（平成28年度）

○ 対象とされる公的年金等の範囲（次の制度に基づく年金）
・ 国民年金
・ 厚生年金
・ 厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金 等

〔①＋②〕又は③の大きい額
①定額控除 50万円
②定率控除
（定額控除後の年金収入）
360万円までの部分 25％

720万円までの部分 15％
720万円を超える部分 5％

③最低保障額

65歳以上の者 120万円
65歳未満の者 70万円

[課税最低限] ○年金受給者（夫婦世帯）：208.0万円
（現 行）

（注１）モデル年金額は、平均的な賃金で40年加入の場合のサラリーマンの受け取る年金額（26年度物価スライド実施後）である。
（注２）年金受給者の課税最低限は、本人は65歳以上の者、配偶者は70歳未満の者で構成する夫婦世帯のものである。

(参考）給与所得者（夫婦世帯）：168.8万円

[モデル年金額] 187.8万円

（平成28年度）

○ 対象とされる公的年金等の範囲（次の制度に基づく年金）
・ 国民年金
・ 厚生年金
・ 厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金 等

〔①＋②〕又は③の大きい額
①定額控除 50万円
②定率控除
（定額控除後の年金収入）
360万円までの部分 25％

720万円までの部分 15％
720万円を超える部分 5％

③最低保障額

65歳以上の者 120万円
65歳未満の者 70万円

[課税最低限] ○年金受給者（夫婦世帯）：208.0万円
（現 行）

（注１）モデル年金額は、平均的な賃金で40年加入の場合のサラリーマンの受け取る年金額（26年度物価スライド実施後）である。
（注２）年金受給者の課税最低限は、本人は65歳以上の者、配偶者は70歳未満の者で構成する夫婦世帯のものである。

(参考）給与所得者（夫婦世帯）：168.8万円

（参考）
給与所得控除

65歳以上

公的年金等控除制度の概要

[モデル年金額] 187.8万円

（平成28年度）

○ 対象とされる公的年金等の範囲（次の制度に基づく年金）
・ 国民年金
・ 厚生年金
・ 厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金 等

〔①＋②〕又は③の大きい額
①定額控除 50万円
②定率控除
（定額控除後の年金収入）
360万円までの部分 25％

720万円までの部分 15％
720万円を超える部分 5％

③最低保障額

65歳以上の者 120万円
65歳未満の者 70万円

[課税最低限] ○年金受給者（夫婦世帯）：208.0万円
（現 行）

（注１）モデル年金額は、平均的な賃金で40年加入の場合のサラリーマンの受け取る年金額（26年度物価スライド実施後）である。
（注２）年金受給者の課税最低限は、本人は65歳以上の者、配偶者は70歳未満の者で構成する夫婦世帯のものである。

(参考）給与所得者（夫婦世帯）：168.8万円

65歳未満

1,000130 330
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基礎控除

38.0 

基礎控除

38.0 

78.0 

配偶者控除

38.0 

配偶者控除

38.0 

109.8 

給与所得控除

67.5 

公的年金等控除

120.0 

社会保険料控除

25.3 

社会保険料控除

12.1 

0 50 100 150 200 250

給与所得者

年金受給者

モデル年金額

（平成28年度）

（万円）

基礎年金分 報酬比例分

187.8

208.0

168.8

（注１）モデル年金額は、平均的な賃金で40年加入の場合のサラリーマンの受け取る年金額（26年度物価スライド実施後）である。
（注２）年金受給者の課税最低限については、本人は65歳以上、配偶者は70歳未満として計算している。

課

税

最

低

限

モ デ ル 年 金 額 と 課 税 最 低 限
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54.1%

12.0%

12.4%

10.7%

7.2%
3.5%

年金の総所得に占める

割合が100％の世帯

（年金のみの世帯）

80～100％
未満

60～80％
未満

40～60％
未満

20～40％
未満

20％
未満

基礎控除の見直し案公的年金等控除に関する会計検査院からの指摘

課税総所得金額
の階層区分

総所得金額（一人当たり平均） 公的年金等
控除額（一人
当たり平均）給与所得、不動

産所得等の金額
公的年金等
収入額

1,800万円 ～ 7,473万円 7,319万円 168万円 107万円

900万円 ～ 1,800万円 1,477万円 1,379万円 171万円 110万円

695万円 ～ 900万円 968万円 890万円 173万円 111万円

330万円 ～ 695万円 645万円 558万円 177万円 112万円

195万円 ～ 330万円 401万円 310万円 184万円 112万円

～ 195万円 144万円 55万円 182万円 111万円

○ 公的年金等控除は、公的年金等が、経済的稼得力が減退する局面にある者の生計手段であることへの

配慮等から設けられているもの。

○ 他方、年金等以外の所得が非常に高く、経済的稼得力が高い者にも、平均的な年金所得者と同水準の

公的年金等控除が適用されている状況。（昨年12月の会計検査院による指摘）

※ 租税特別措置（所得税関係）の適用状況等についての報告書（平成28年12月 会計検査院）より作成

65歳以上の年金所得者（申告納税をしている者）に関する
会計検査院のサンプル調査（平成24～26年分）

65歳以上の年金所得者世帯における公的年金等収入
の総所得に占める割合別世帯数の構成割合
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（注１） 給付段階において課税となる公的年金等については、その所得の計算上、公的年金等控除の適用がある。 
（注２） 給付額の一定部分が課税対象となる（給付額の50%にその他の所得を加えた暫定所得額が、$25,000から$34,000の場合（単独申告の場合）は、㋐給付の50%、㋑$25,000を超える暫定所得の50%、

のうち少ない金額（※）が課税対象。暫定所得額が$34,000 を超える場合は、㋒給付の 85％、㋓「$34,000 を超える暫定所得の 85%＋（※）で計算された額又は$4,500 のうち少ない金額」、のうち少
ない方の金額が課税対象。担税力減殺及び二重課税への配慮のためとされている）。 

（注３） 年金保険料の一定部分及び疾病保険、介護保険等の社会保険制度に対する社会保険料と生命保険料の合計額に対する実額控除（ただし、限度額あり。また、給与所得者は実額控除に代えて
概算控除を選択することもできる）。年金保険料の控除割合は、実額控除の場合、2013 年に76％で設定され、以降毎年２％ずつ引き上げられて2017 年に84％、概算控除の場合、2010 年に40％
で設定され、以降毎年４％ずつ引き上げられて 2017 年に 68％となっており、いずれも 2025 年に 100％となる予定。 

（注４） 受給が開始された年度に応じて、給付額の一定部分が課税対象となる（受給開始が 2005 年以前の納税者は課税対象となる割合が 50％、2006 年以降の納税者は 50％から毎年上昇（2017 年は
74％。2040 年に 100％となる予定））。また、当該部分について、他の一定の年金給付の課税対象部分と併せて、年 102 ユーロの控除が認められる。 

（注５） 年金額に対する 10％の控除（各世帯構成員一人あたり最低控除額 379 ユーロ、世帯あたり控除限度額 3,715 ユーロ）が認められる。 

 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス 

制 度 類 型 ＥＥＴ ＴＥＴ ＴＥＴ ＥＥＴ ＥＥＴ 

拠 

出 

段 

階 

事 業 

所得者 

本 人 

負担分 
全額控除 

控除あり 

（１／２） 
控除なし 

控除あり 

(限度額あり)（注３） 
全額控除 

給 与 

所得者 

本 人 

負担分 
全額控除 控除なし 控除なし 

控除あり 

(限度額あり)（注３） 
全額控除 

事業主 

負担分 
損金算入 損金算入 損金算入 損金算入 損金算入 

被用者の 

給与課税 
なし なし なし なし なし 

運 用 段 階 非課税 非課税 非課税 非課税 非課税 

給 付 段 階 一部課税（注１） 一部課税（注２） 課税 課税（注４) 課税（注５） 

（2017 年１月現在） 
主要国における公的年金税制 
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アメリカの公的年金等控除の仕組（イメージ）

年金給付
全額
非課税

年金以外
の所得

約50％
85％

②年金以外の所得が30,000ドルの場合、
年金給付の約50％が課税所得に算入。

30,000ドル

40,000ドル

16,100ドル 16,100ドル 16,100ドル

（注１） アメリカの公的年金課税の具体的な計算方法は、給付額の50%にその他の所得を加えた暫定所得額が、$25,000から$34,000の場合（単独申告の場合）
は、㋐給付の50%、㋑$25,000を超える暫定所得の50%、のうち少ない金額（※）が課税対象。暫定所得額が$34,000を超える場合は、㋒給付の85％、
㋓「$34,000を超える暫定所得の85％＋（※）で計算された額又は$4,500 のうち少ない金額」、のうち少ない金額が課税対象となる。

（注２） 2015年における、米国の老齢年金受給資格者のうち、配偶者や子を除く本人の平均月間受給額約1,342ドル（米国社会保障局”Annual Statistical
Supplement,2016”による）から算出。

 アメリカの公的年金課税は、公的年金の給付額と、公的年金以外の所得額の多寡に応じて、年金給
付額に対する控除割合が決定される仕組みとなっている（注１） 。（拠出段階で社会保険料が控除さ
れないため、給付段階で控除）

 仮に、同額の年金を受給する納税者であれば、年金以外の所得額が大きくなるにしたがって課税対
象に算入される年金給付額の割合は増加し、最大85％まで課税対象となりうる。

【 年間の年金給付額が16,100ドル（注２）の納税者の例 】

③年金以外の所得が40,000ドルの場合、
年金給付の85％が課税所得に算入。

①年金以外に所得がなく、かつ年金給付額
も一定額以下の場合、全額非課税となる。

課税対象
課税対象
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⑵ 経済社会のＩＣＴ化を踏まえた

所得把握のあり方 
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経済社会のＩＣＴ化と取引形態の変化

 従来型のビジネスにおいては、基本的に商品やサービスの「提供側」と「消費・利用側」が区分され、本業とし
て資本を投下した「企業」が商品やサービスの「提供側」を担うケースが多かった（Ｂ to Ｂ取引、Ｂ to Ｃ取引）

 他方、近年、経済社会のＩＣＴ化に伴い、商品やサービスの「提供側」と「消費・利用側」を結びつけるオンライ
ンプラットフォームが発展。本業として資本を投下していない（当該商品やサービスの提供についてプロでは
ない）「個人」も、「提供側」を担うケースが増加（Ｃ to Ｂ、Ｃ to Ｃ取引）。個人にとって、収入の稼得方法が多様
化している。

【従来型のビジネス】 【プラットフォームビジネス】

【Ｂ to Ｂ取引】

対価

商品・サービス

【Ｂ to Ｃ取引】

対価

商品・サービス

【Ｂ to Ｂ取引】

対価

商品・サービス

【Ｂ to Ｃ取引】

対価

商品・サービス

【Ｃ to Ｂ取引】

対価

商品・サービス

【Ｃ to Ｃ取引】

対価

商品・サービス

提供側 消費・利用側
消費・利用側提供側

オンラインプラットフォーム

個人

個人

個人

個人

企業

企業
企業

企業

企業
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経済社会のＩＣＴ化と所得把握

【企業 対 個人】

 企業（Ｂ）が、一定の役務提供等に関する仕事（例：ウェブサイトのデザイン等）を個人（Ｃ）に発注し、報酬を支払
う場合、当該企業は、当該報酬について、支払調書を税務署に提出する必要。

 他方、個人（事業主）（Ｃ）が、同様の仕事を個人（Ｃ）に発注し、報酬を支払う場合には、当該報酬について支払
調書を税務署に提出する必要は原則（注）ない。経済社会のＩＣＴ化の進展に伴い、電子的プラットフォームを経由
した個人対個人（Ｃ to Ｃ）取引が拡大するにつれて、こうした所得の把握が困難となる。

 また、ＩＣＴ化が進んだ経済社会における取引全般の特徴として、①市場参加者の匿名性が高く、②１対１ではな
く多数対多数のマッチング市場であり、③消費者と提供者の直接の取引関係である、ことが挙げられる。これら
の特徴により、いつ、誰が、どこで取引を行ったのか、把握が困難である。

【個人 対 個人】

申告
義務

支払
調書 申告

義務

支払調書
不要

一定の範囲の
役務

報酬

個人個人

税務署 税務署

個人

所得把握
できない

所得把握
可能

報酬

一定の範囲の
役務

企業

消費側 提供側 消費側 提供側

オンラインプラットフォーム

（注） 当該個人事業主が従業員を雇用し、給与を支払っている場合等については、調書の提出が必要。
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主 な 報 酬 ・ 料 金 等 の 区 分 調 書 の 省 略 基 準 

⑴ 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等

同一人に対するその年中の支払金額

が５万円以下であるもの 
⑵ プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金

⑶ 芸能人などに支払う出演料等

⑷ 外交員、集金人、電力量計の検針人等の報酬、料金

同一人に対するその年中の支払金額

が 50 万円以下であるもの 
⑸ バー、キャバレー等のホステス、コンパニオン等の報酬、料金

⑹ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

⑺ 馬主に支払う競馬の賞金
同一人に対するその年中の支払金額
の全部につきそれぞれの１回の支払
金額が 75 万円以下であるもの 

○ 「法定調書制度」は、納税者の所得把握や源泉徴収義務の履行確認等を行い、適正・公平な課税を確保する観点

から設けられている仕組み。利子・配当・株式等譲渡対価、給与・公的年金等、報酬・料金等の支払をする者に対

して支払調書等の提出が義務付けられている。 

○ このうち、「報酬・料金等の支払調書」については、一定の範囲の人的役務の提供等に係る支払がその対象として

限定列挙されている（主なものは下表のとおり）。 

法定調書制度の対象となる報酬・料金等の範囲 
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制度の信頼性向上に向けた取り組み（情報提供の仕組み）の各国比較

アメリカ イギリス ドイツ フランス

第三者からの
法定調書

銀行等の決済機関及
び第三者決済機関を
対象とした、売上等情
報申告制度

－
（注）

－

インターネット上のプ
ラットフォーム事業者
に対し、プラットフォー
ム利用者の収入等の
情報に関する法定調
書の提出を義務化
（2020年から）

税務当局の情報
提供要請権限

不特定の納税者に係
る情報について、第三
者への情報提供要請
が可能

不特定の納税者に係
る情報について、第三
者への情報提供要請
が可能

不特定の納税者に係
る情報について、第三
者への情報提供要請
が可能

不特定の納税者に係
る情報について、第三
者への情報提供要請
が可能

 近年、経済活動におけるＩＣＴの利用拡大に伴い、経済活動や決済手段の多様化・グローバル化
も進展しつつある。

 そのような中、適正公平な課税を実現するため、各国の税務当局は様々な方法により、必要な
情報を収集できるような制度的な対応を進めている。

（注） HMRC（国税当局）は、決済業者等の法令で定められた第三者（データ保持者）に対し、不特定多数の納税者に関する一定のデータの提供を要請
することが可能となっており、運用上、定期的に要請を行っている。
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４．老後の生活に備えるための自助努力 

を支援する公平な制度のあり方 
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老後の備え等に対する自助努力（資産形成）への主な支援措置の現状（イメージ）

個人型ＤＣ／国民年金基金

小規模
企業共済
※役員のみ

投資・貯蓄
促進

退職金共済

企業年金等

公的年金

本人が（主に）拠出するもの事業主が（主に）拠出するもの 事業主拠出・本人拠出（折半）

（凡例）老後の備え等に対する自助努力（資産形成）への支援について、税制上の措置が講じられている主なものを掲げた。色分けの分類は以下のとおり。

ＮＩＳＡ（上場株式等）

個人年金（保険）

財形住宅・年金貯蓄（預貯金、保険等）
※ 従業員のみ

障害者等マル優等（預貯金、公債等）

中小企業
退職金共済

※ 従業員のみ
小規模企業共済

個人型ＤＣ（注１）

厚生年金

基礎年金 基礎年金

（注１）平成28年の確定拠出年金法改正により、企業年金加入者、公務員等共済加入者、第３号被保険者について個人型ＤＣへ加入できることとされた（平成29年１月１日施行）。
（注２）平成28年の確定拠出年金法改正により、企業年金の実施が困難な小規模事業主（従業員100人以下）については、従業員の個人型ＤＣに係る拠出限度額の範囲内で事業主が追加拠出を行える

こととされた（施行日は改正法の公布の日（平成28年６月３日）から２年以内で政令で定める日とされている。）。

基礎年金

本人拠出なし

正規雇用労働者
（大企業役員・従業員）

正規雇用労働者
（中小企業役員・従業員）

非正規雇用労働者
自営業主

（雇用的自営等）
自営業主

（伝統的自営業、士業等）

専業主婦
（正規雇用労働者の

無就業配偶者）

企業型／個人型確定拠出年金
（企業型ＤＣ／個人型ＤＣ（注１，２））

確定給付企業年金（ＤＢ）

企業が任意
で実施

ＤＢ及び企業型ＤＣは、企業が任意で実施。厚生年金被保険者
のうち企業年金加入者の割合は、４割弱。
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○他の所得と区分して次により分離課税

・（収入金額－退職所得控除額）×1/2（注）＝退職所得の金額

勤続年数20年まで １年につき40万円

勤続年数20年超 １年につき70万円

・退職所得の金額×税 率＝所得税額
課税所得金額 税 率

195万円以下
330万円以下
695万円以下
900万円以下

1,800万円以下
4,000万円以下
4,000万円超

5％
10％
20％
23％
33％
40％
45％

（例）勤続年数30年の場合
退職一時金 2,000万円

500万円×1/2

退職所得控除額 1,500万円

〔 40万円×20年 ＋ 70万円×(30年－20年) 〕

退職所得の金額
250万円

退 職 所 得 の 課 税 方 式

（注）勤続年数５年以下の法人役員等の退職金については、２分の１課税を適用しない。

所得税額
15.3万円
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